
長期優良住宅の施行状況
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3世代（100年）使い続ける住宅

１．長期優良住宅とは
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①劣化対策（構造躯体）

②耐震性

③維持管理・更新の容易性

④省エネルギー性 ⑤住戸面積（良好な居住水準確保）

⑥計画的な維持管理
⑦居住環境

※上記は戸建の場合。共同住宅は、間取りの「可変性」や「バリアフリー性」が追加。

行政の役割

その他長寿命化 社会的資産

➤ 長期優良住宅の計画を認定

➤ 維持保全の状況の抽出調査（築後５年ほか）

必要に応じて指導



２．長期優良住宅の普及状況
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【参考】年度別 認定戸数と認定累計戸数(共同住宅含む)

【横浜市】 【全 国】累計戸数（戸）認定戸数（戸） 累計戸数（戸）認定戸数（戸）

横 浜 市 全 国

約 ２万戸

年 間

累 計

➤新築戸建の約20％

約 91万戸

➤新築戸建の約25％

出典）横浜市の長期優良住宅認定実績、国土交通省発表資料、神奈川県住宅着工統計（H29）より作成

約 2,200戸 約 10万戸



➤ 認定実績の内訳は、

戸建住宅＞＞＞共同住宅

注文住宅 ＞ 分譲住宅

➤ 認定実績の80％は、約20社の住宅メーカー

≒大手は、ほぼ長期優良住宅仕様

２．長期優良住宅の普及状況
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約1800戸(約80％)

申請数10戸/年 以上の
事業者（約20社）

申請数10戸/年 未満
の事業者

約400戸(約20％)

認定戸数
2,200戸/年

出典）横浜市の長期優良住宅認定実績より作成

認定申請数別 事業者の認定実績に占める割合



【工事着手前】 評価機関の適合証を取得後、認定申請が必要

【工事完了後】 速やかに工事完了報告書を提出

【維持保全】 建築主が行う維持保全計画に基づく点検や、
建築主あてに行われる維持保全状況調査に対し
設計者等の専門家からのフォローが必要

【増改築等】 増改築、リフォームの場合、変更認定申請が必要

３．認定の手続き
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認定申請の窓口 ： 建築局 建築企画課 建築環境担当



３．認定の手続き
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➤ 手数料、手続きに要する期間

手続き 手数料 期間の目安

住宅性能評価機関
技術的審査※

約4万～５万円
（各評価機関による）

約２～３週間
（各評価機関による）

所管行政庁
認定申請

６千円
（横浜市）

約２～３週間
（横浜市）

※技術的審査の手数料や、手続きに要する期間は、住宅性能評価申請との併願や
規模構造等により、各登録住宅性能評価機関で異なります。



３．認定の手続き
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➤ 都市計画施設や市街地開発事業の区域内の計画は
認定できないことがあります。

居住環境基準

地区計画

都市整備局
地域まちづくり課

景観計画
都市整備局 景観調整課

建築協定 都市景観協議地区

街づくり協議地区 山手地区
景観風致保全要綱

都市整備局
都心再生課

地域まちづくりルール 景観協定 現在、該当区域なし

認定申請時の注意点

➤ 計画地が下記 居住環境基準に該当する場合、
各内容に適合させ、届出書等の写しを添付してください。

※まちづくり地図情報「i-マッピー」で調べることができます。



参考 長期優良住宅の認定手続きフロー

４．認定の手続き
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４．横浜市の取組（計画に位置づけ）

政策10 地球温暖化対策・エネルギー施策の大都市モデルの創造

◎指標

※４か年の期間に着工した新築住宅のうち、次の①から③のいずれかを満たす住宅の割合

①長期優良住宅、②低炭素認定住宅、③CASBEE横浜Aランク以上で省エネ基準を達成

◎主な施策（事業）
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指標 直近の現状値 目標値（33年度末）

新築住宅のうち、より高い環境性能を
持つ住宅の割合※

１７％
（４か年平均）

２０％
（４か年平均）

住宅・建築物の温暖化対策の促進

CASBEE横浜、長期優良住宅の普及、既存住宅の省エネ改修等により、快適で、省エネルギーや健康、
環境に配慮した住まい・建築物の普及を促進します。また、公共建築物への木材利用を促進します。

想定事業量 技術講習会等参加者数 800人（４か年）
【直近の現状値】29年度：82人/年

横浜市中期４か年計画（2018-2021）



【横浜市及び全国の部門別二酸化炭素排出量】

（データ出典：温暖化対策統括本部（平成30年３月））

約１/２ 約１/３

横浜市（部門別） 全国（部門別）

家庭、業務部門の二酸化炭素排出量は全体の約１／２を占める
➡建築物のエネルギー対策が必要

４．横浜市の取組（計画に位置づけ）

背景 部門別二酸化炭素排出量
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その他 環境・省エネに関する建築局の主な取り組み

４．横浜市の取組（計画に位置づけ）



４．横浜市の取組（普及啓発）
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市民向けチラシの配布 実務者向けセミナー開催



寒さの緩和の体感

４．横浜市の取組（普及啓発）
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スマートウェルネス体感パビリオン 【体験無料】 （鶴見区鶴見中央4-38-1）

出典）スマートウェルネス体感パビリオン パンフレット

～健康な住まいと暮らしのテーマパーク～



４．横浜市の取組（メリットの紹介）
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（１） 税の優遇等

（２） 健康や快適性の向上

（３） 資産価値の維持



４．横浜市の取組（メリットの紹介）
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（１） 税の優遇等（戸建住宅）

➤フラット35S
…当初10年間▲年0.25％

➤地域型住宅グリーン化事業
… 110万円/戸（上限）

➤住宅ローン減税控除対象限度額
… 4,000万円 → 5,000万円

➤保存登記：0.15％ → 0.1％
➤移転登記：0.30％ → 0.2％

➤控除額
… 1,200万円 → 1,300万円

➤1/2の減額期間：１～３年→１～５年
➤都市計画税も同様に減税(横浜市独自)

➤耐震等級２：▲30％
➤耐震等級３：▲50％

出典）『長期優良住宅認定制度の概要について』
（一般社団法人 住宅性能評価・表示協会）

※詳細は上記パンフレットの2頁目をご覧ください。

住宅ローン金利

補助金（国）所得税

登録免許税

不動産取得税

固定資産税・都市計画税

地震保険料



４．横浜市の取組（メリットの紹介）
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出典）『平成30年度固定資産税のあらまし』15p（横浜市財政局主税部固定資産税課）

http://www.city.yokohama.lg.jp/zaisei/citytax/dl/aramashi.html

固定資産税…▲63,000円
＋）都市計画税…▲13,500円

合計減税額…▲76,500円/年（30年度）

➤構 造：木造２階建（専用住宅）

➤建築年次：平成29年７月
➤延床面積：125㎡
➤価 格：9,375,000円（75,000円/㎡、H30年度）

※算出過程等の詳細は、下記の出典資料をご覧ください。

減 額 率：1/2
減額期間：1~5年

減額される額

対象家屋 （長期優良住宅）

固定資産税・都市計画税の減額の例



➤アレルギー等を抑制➤結露の低減≒カビ・ダニ発生抑制

➤浴室でのヒートショック抑制➤住宅内の温度差の緩和

４．横浜市の取組（メリットの紹介）
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（２） 健康や快適性の向上

➤寒さの緩和

※『住宅の断熱化と居住者の健康への影響に関する調査の中間報告（第２回）』（国土交通省）より。
「得られつつある知見」として挙げられている。

断熱性能の確保

➤血圧上昇の抑制

健康 (期待される効果）快適な住環境

➤効率的な冷暖房 ➤夜間頻尿リスクの低減

➤動脈硬化指数の低減➤光熱費の節約

※

※

※



４．横浜市の取組（メリットの紹介）
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（３） 資産価値の維持

出典）改正宅地建物取引業法の施行について（国土交通省）

➤改正宅建業法の施行→インスペクション（建物状況調査）開始。
（平成30年４月1日）

・重要事項説明時、宅建業者が買主に対し、インスペクションの結果
の概要や、維持保全状況等に関する書類の保存状況を説明。



４．横浜市の取組（意見交換への参加）

■設置目的
長期優良住宅普及促進法、都市低炭素化促進法、建築物省エネ法に基づく

連絡調整及び協議を行うことで、認定制度の適切な運用、良質な住宅ストック

の形成を図る

■構成員（県、12市）
横浜市、川崎市、横須賀市、藤沢市、相模原市、鎌倉市、厚木市、平塚市、

小田原市、秦野市、茅ケ崎市、大和市

■事業
円滑な運用に関する情報交換及び協議、講習会の実施、

運用に関する調査・研究、その他

20

県内所管行政庁意見交換 【神奈川県長期優良住宅等所管行政庁連絡協議会】



①認定実績の増加
⇒工務店による供給増が必要
⇒共同住宅の供給増が必要

②増改築実績の増加
⇒既存を対象とした制度だが、
市内の実績は一ケタ

③適正に維持管理されるか。
⇒維持管理されていないと、中古流通時、
長期優良住宅の強みを生かせない。
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５．課題認識



５．提案
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①中小工務店・
設計者による
制度活用

• 技術基準、申請書の書き方に関する技術講習会を実施

②共同住宅での
制度活用

• 階高・耐震性確保により戸数が減る分を上回る魅力を示せ
るか。

③審査者・申請者
に効率的で
正確な手続き

• 審査の合理化と迅速化に向けた環境整備
⇒適合書の位置づけと書類省略、電子申請（1申請１０MB）

④建築主の理解 • 制度を活用するかどうかの判断材料の提供
（品質、インセンティブ、効果、コストなど）
⇒行政と民間企業が強味を活かし、協力し普及啓発

⑤良質な住宅の
資産価値向上

• 認定後30年を超える維持保全の仕組み（メリット、アフター
フォロー）と流通の際の維持保全状況の明示

⇒定期点検予定者の法律上の位置づけ。
⇒専門家による定期点検の義務づけ。



申請者・審査者の負担軽減

現行 長期優良住宅促進法 提 案

法的位置づけがない

所管行政庁は、
① 認定基準に適合すると認めるとき
は認定することができる。

（適合証は参考という位置付け）
① 評価機関に対して報告請求の権限
がない。

長期優良住宅促進法に位置づけ

所管行政庁は、
① 評価機関が実施した技術的な基準の
適合性判定を、適合証により確認で
きる。

② 評価機関に対して審査内容などの報
告を請求することができる。

添付書類の省略について定めがない。 添付書類省略を規則に位置づけ
適合証を添付した場合、図書を省略す
ることができる。
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技術審査を法律に位置付けることや住宅性能表示制度において
長期優良住宅の認定基準を審査できるようにすることにより

①実態に即した責任の所在の明確化、
②添付書類の合理化による電子申請の構築や申請者の事務負担軽減、
③適合証の偽造防止などのメリットが期待できます。



手続の合理化と資産価値の向上
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【参考】手続きの合理化と住宅履歴情報の活用フローイメージ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

認定計画実施者（所有者）が長期にわたって効率的かつ適切に長期優良
住宅を維持保全できる仕組み（住宅履歴情報の一元化など）の構築


